あずかりすくすくサポート用


アレルギー等除去食の申し入れについて

ご利用者様各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子育て支援課長

　　　あずかりすくすくサポートでの食物アレルギー対応は、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（厚生労働省）」に基づき、子供が安全に保育園生活を送るという観点から『完全除去』か『解除』のいずれかになります。下記の内容をご確認のうえ必要書類を実施施設へ提出してください。


【提出時期及び必要書類】
	アレルギーによる除去の場合

	〇開始時・変更時・継続時（前回提出から1年以内に再提出）
（１）アレルギー等除去食（開始・変更・継続）依頼書
（２）アレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）
　　　※記入については生活管理指導表の裏面をごらんください。
〇解除時
（１）除去解除依頼書




＊代替食の提供はいたしておりません。食物を除去することによって、給食提供が困難な場合、家庭からお弁当を持参していただく場合があります。原則、常温保存になります。

＊お弁当を持参した場合、実施施設では温めたり、冷蔵庫に入れたりすることが出来ませんので、ご了承ください。

